
就業規則 (変更)届

(コ ピーをして使って下さい。)

労働保険番号

38  1  02  060951-000

整理番号 ※

事業の種類 事業の名称 事業の所在地

介護保険事業 居宅介護支援事業所 くりのみ 四国中央市中之庄町454番地 3

就業規則又はその変更事項 別紙のとお り

意見の聴取年月日 令和 5年 3月 16日

意見書 下記の とお り 労働者数 12人

令和 5年 3月 23日

新居浜労働基準監督署長 殿

啓

使用者 医療法人社団 栗

理事長 武 内

逹思 見 圭
日

別紙の職員就業規則変更に関する意見は下記のとおりである。

記

…5`3122
laえ しヽユ,

令和 5年 3月 16日

労働者代表

職名
/1だε資受骸字r子 買

氏名〒ぃ)泳 及
医療法人社団 栗整形外科病院

居宅介護支援事業所 くりのみ 管理者 毛利 哲雄 殿

※は記入不要



職員就業規則 新旧対照表

変更前規則 変更後規則

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び体暇

第 29条 (年次有給休暇)

(1)従 業員は勤続年数に応 し、 1年間の出勤日の

8割以上勤務 したものに対し、次の通り年次有給体暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8割に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0.5 1.5

有 給 体 暇 10 11

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び体暇

第 29条  (年次有給体暇)

(1)従 業員は動続年数に応 し、 1年間の出勤国の

8割以上勤務したものに対し、次の通り年次有給休暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8割に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0 0.5 1.5

有 給 休 暇 5 5 11

一 懸IB1 22

Ⅲl本


